
大
正
四
年
六
月
二

r-
回
第
三
一
種
田
恒
輔
副
可
【
毎
月
一
回
一
旬
謹
二
付
)

含苧渓手腹手大;調;帝都京

辛子雪量日-- Y'J- →a 考~ -t::1来日仔苗

(禁

開

載

晶軍

多
牧
手
段
さ
し
て
の
酒
税
・
・
・
・
・
・
法
曲
三
四
士
一
脚
戸
正
雄

笠
間
藩
の
民
政
・
•••••••••• 

-
径
一
塁
博
士
本
庄
築
治
郎

安
定
期
経
済
皐
ミ
愛
革
期
経
済
皐
・
・
経
済
皐
博
士
石
川
興
二

ロ
ン
グ
ア
ィ

1
七
r
の
慣
値
論
L
」
一
分
配
論
噌
喜
一
準
博
士
堀
経
夫

畑九

会晶

画調
T

町

我
困
の
市
町
村
義
務
費
に
就
い
て
・
・
空
御
率
土
小
山
田
小
七
阿
国

金
属
替
準
備
へ
の
再
昨
味
・
・
・
・
・
・
符
立
土
松
岡
孝
兄

詮
券
資
本
主
義
…
町
内
抗
資
本
の
構
造

---mtZ中
士

石

田

興

千

カ

ル

テ

ル

法

へ

の

要

望

・

・

・

・

楕

尚

早

士

磯

部

喜

一

競

売

他
国
一
幣
の
憤
値
に
就
い
て
・
・
・
・
・
・
・

2
1博
士
高
田

人
口
動
態
栓
行
法
則
を
論
ず
・
・
・
・
・
経
済
事
士
三
谷

筒
抜
同
相
場
の
盤
動
に
就
て
・
・
・
・
・
・
・
法
事
士
正
井

附

録

新
着
外
岡
経
済
雑
誌
主
要
論
題

敬 j宜保

究麿馬



方
舟
テ
ル
法
~
の
要
撃

第
三
十
五
血
管

七一。

第
五
就

一一四

カ

)11 

プ

Jレ

法
J¥、

の
要
望

(
下
)

磯

部

τオ"'"
幸ヨト

第
四

ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
耕
輔
前

ア
メ

p
カ
合
衆
国
で
は
、
前
世
紀
末
か
ら
、
企
業
結
合
運
動
と
国
家
的
取
締
と
の
聞
で
、
シ
ー
ソ
ー
・
グ

1
ム

が
演
じ
ら
れ
て
居
る
。
ぞ
し
て
一
八
八
七
年
の
州
際
商
業
法
(
E
S
E
R
F
E
R
5
E
)
以
来
の
諸
法
規
、
特
に
ジ
ャ

I

T

Y
法(広一百
E
S
E
-
H
g
o
)
聯
邦
取
引
調
査
委
員
曾
法

(
E
E包
叶

E
r
?出邑
E
O
B
E唱
さ
さ
及
び
ク

V
1
ト
シ

詰(の

5
8ロ
h
r
n
r
G
酬
と
が
、
正
し
く
そ
の
一
年
の
現
は
れ
で
め
る
。
ジ
ャ

1
マ

y
法
の
趣
旨
は
、
ト
ア
ス
ト
又
は
カ

W
Y
4
プ
U
F

の
結
成
な
ど
、
い
や
し

t
も
『
取
引
を
抑
制
し
』
又
は
『
濁
占
』
せ
ん
と
す
る
『
企
業
結
合
』
(
B
E
T
E
S
)

又
は
『
企
業
共
謀
』

(SZ円

E
の
こ
を
阻
止
す
る
に
あ
る
。
ク

V
1
ト
シ
法
は
ト
ラ
ス
ト
の
業
後
の
展
開
形
態
を
取
締

る
を
目
的
と
し
、
聯
邦
取
引
調
査
委
員
曾
法
は
、
ト
ラ
λ

ト・品川
u
y
e
プ

Y
の
所
在
を
調
査
後
見
し
、
こ
れ
が
解
消
を

裁
判
所
に
請
求
す
べ
き
聯
邦
取
引
調
査
委
員
舎
の
組
織
を
規
定
し
て
居
る
。

こ
の
朕
勢
を
一
見
す
れ
ば
、
ア
メ
9
カ
で
は
夙
に
企
業
結
合
を
阻
止
せ
ん
と
す
る
動
向
が
園
策
上
存
在
す
と
、

一
臆
は
言
ひ
得
る
。
但
し
そ
の
奏
致
の
貼
に
至
る
と
常
に
疑
問
の
傍
地
が
あ
る
の
で
あ
る
が
、
特
に
、
ジ
ャ

1
守



y
法
蓮
用
上
三
度
の
韓
国
あ
る
は
、
閑
却
す
る
を
許
3
れ
な
い
。
別
稿
で
論
じ
た
如
仁
、
シ
ャ

1
マ
ン
法
の
主
要

文
言
は
、
少
〈
と
も
法
律
用
語
と
し
て
は
一
義
的
で
は
な
か
っ
た
。
か
く
て
質
施
後
最
初
の
十
五
年
は
、
既
に
取

締
醐
行
中
の
舗
道
事
業
を
中
心
に
、
カ
W
F

ア
U
Y

結
成
に
基
〈
ナ

1
グ
ィ
ス
料
金
又
は
財
貨
債
格
の
吊
上
に
現
は
れ

し
企
業
結
合
を
製
肘
し
た
以
外
は
.
争
議
中
の
捧
働
組
合
併
凪
て
『
取
引
を
抑
制
』
す
る
も
の
と
な
す
と
共
に
、

産
業
ト
ラ
ス
ト
の
債
格
吊
上
を
ぱ
シ
ャ

1
マ
ン
法
の
取
締
外
の
も
の
土
、
裁
判
所
は
官
一
告
し
た
の
で
あ
る
。
だ
か

ら
、
こ
の
時
期
に
は
、
む
し
ろ
法
規
の
趣
旨
が
担
却
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
c

や
が
て
反
動
は
来
七
。

A
'
U
1ノ
円
当

F
F

↑
」

j
f
L刊
U
ト

λ
司

の
判
決
が
こ
れ
で
、
ぞ
れ
よ
り
一
九
一

一
年
ま
で
の
約
七
年
聞
は
、
起
訴
さ
れ
し
ト
ラ
ス
ト
は
す
べ
て
解
消
を
命

ぜ
ら
る
る
の
憂
目
に
合
っ
た
。

一
九
一
一
年
に
至

h
、
責
本
家
側
の
謂
ゆ
る
『
反
省
的
』
な
る
麓
化
が
生
起
し
、
『
理
性
梓
』
(
E
Z
C
士
goロ
)
に
照

し
、
『
悪
い
ト
ラ
ス
ト
』

(ZEE)
は
解
消
せ
v
d

る
を
待
な
い
が
、
『
良
い
ト
ラ
ス
ト
』
(
問
。
。

EEE)
は
そ
の
存
績
を
認

め
ら
れ
&
こ
と
と
な
っ
た
。
こ
の
盤
化
は
、
ァ
ぢ
ア
ィ
・
ト
ラ
ス
ト
法
の
精
神
解
理
上
の
一
大
盤
革
で
あ
っ
た
。
ト

いラ
。ス

そト
の及

室主
行 他
~の
が/.i>

量重
性 ;E
的 iま

i空
色扇
子の
，.ふ古円

高一〈
7】1降、

ナご 右ト

や 柔
士結
. ぷ当、

戒 1i.
働王
さが
い 故
る.

去る
2雪
り担
得否
るさ
のれ
でる
あの
るで
。は

夏 な

に
こ
の
期
に
注
意
す
べ
き
は
、
第
一
期
に
於
い
て
す
ら
全
般
的
に
解
消
せ
し
め
ら
れ
た
カ

Y

ア
Y
炉
、
こ
の
期
に

入
っ
て
か
ら
、
特
に
大
戦
後
に
は
、
等
し
く
『
理
性
律
』
を
基
準
に
判
定
さ
れ
る
ま
で
に
、
取
締
が
緩
和
さ
れ

t

l

の
で
あ
る
1

衣
い
で
、
轍
出
貿
易
並
び
に
農
業
に
闘
し
て
は
、
『
理
性
梓
』
に
よ
る
判
定
を
待
た
宇
、
縮
担
し
て
hv

カ
ル
テ
ル
法
へ
の
要
望

第
三
十
五
巻

七

第
五
時
制

一
一
五

拙稿「合法的トヲストの成立J(経替と~~!沸.lf の4 ・ 486'頁以下)及び「アン T
イ・トラ Z ト法由連札I(同よ.Jl <D 6.830頁以下)参照。



カ
ル
テ
ル
法
へ
の
要
事

第
五
務

一-
~ 
F、

七
一
ニ

ャ
1
7
y
法
の
適
用
炉
停
止
き
れ
、
こ
こ
で
は
む
し
ろ
企
業
結
合
が
助
長
さ
れ
る
。

第
三
十
五
巻

カ
Y
-
7
y
・
ト
ラ
ス
ト
業
他
の
企
業
結
合
は
、
ア
メ

y
カ
に
於
い
て
も
立

振
に
結
成
し
、
ま
た
存
績
し
得
る
の
で
あ
る
。
た
だ
、
平
素
の
替
業
行
粛
を
常
に
円
理
性
梓
』
の
下
に
置
か
ね
ば

か
か
る
賦
態
で
あ
る
か
ら
、
今
日
w

な
ら
な
い
。
こ
の
意
味
に
於
い
て
、
資
本
家
の
活
動
に
は
一
種
の
道
徳
的
な
る
制
約
が
附
随
す
る
の
で
あ
る
。
か

く
て
こ
の
制
約
を
中
心
に
、

ア
ν'プ
ィ
・
ト
ラ
ス
ト
法
の
再
吟
味
が
、
ァ
メ

F
カ
で
は
展
開
せ
し
め
ら
れ
に
の
で
あ

.， 
<:1 
n 

も
") 

b 

1

・
F

:

?

，.，•. 

岬

ηノ
同
叶
a
b
I
L市
、
:
当
日
(

J

こみ
jm

引

l

t
:
L
i
i
H砂

H円

y
t
A

・2
v

u

u

t

r
f
ツ
の
法
師
四
闇
膿
や
枇
脅
時
ト
rA
賞
一
の
要
望
の
知
事
式
少
〈
と
h

見
る
を
得
な
い
の
従
っ
て
シ
ャ

1
マ
ン
法
の
蓮
用
を
ぱ
第
二
期
的
た
ら
し
め
ん
と
す
る
は
、
会
〈
の
逆
輔
と
し
て

顧
み
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。
そ
し
て
改
正
の
要
望
は
、
第
一
期
的
蓮
用
か
、
或
は
第
三
期
的
蓮
用
を
存
蘭
し
、
そ

の
下
に
於
け
る
『
理
性
律
』
の
内
容
の
改
訂
か
、
そ
の
い
づ
れ
か
で
あ
る
。

シャ

1
7
ン
法
を
中
心
と
す
る
ア
ン
ア
ィ
・
ト
ラ
ス
ト
封
策
を
、
第
一
期
的
蓮
用
に
準
壊
す
る
も
の
た
ら
し
め
ん

と
す
る
の
は
、

ア
メ
リ
カ
著
名
の
工
企
業
家
ク
イ

9
ヤ
ム
ス
氏

Q
-
F
2
4
5
5
5
m
)
を
放
進
者
と
す
る
一
群
で
あ

る
。
こ
の
振
で
は
、
後
越
の
鼎
護
士
曾
の
改
草
案
を
、

立
嫡
歩
の
商
工
業
者
に
劃
す
る
問
題
解
決
策
と
は
な
ら
ぬ
と
の
理
由
よ
り
排
撃
し
た
上
、
普
通
法

(
P
2
0ロ
『
恒
三
最

コ
シ
ヅ
エ

Y

ン
結
成
に
は
貢
献
し
得
る
で
あ
ろ
う
が
、
猫

初
の
精
神
再
興
を
希
求
し
て
巳
ま
な
い
。
す
な
は
ち
「
会
盆
に
反
せ

F
る
限
h
、
競
争
を
制
限
せ
ん
と
す
る
合
理

的
契
約
の
袋
営
也
』
を
再
認
識
せ
し
め
ん
と
す
る
の
で
あ
る
。

こ
の
主
張
は
、
重
農
主
義
皐
涙
や
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
に
よ
っ
て
高
唱
誇
れ
た
資
本
主
義
的
精
神

|
1
5
5

2幻 Wet凶b-Pom問 er問ε叩n悶eAc叫t，1均91時8及EびF C臼ap押pe町T
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E
門
町
、
-
包
括
N

日記

aq--iee率
直
に
表
明
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
を
一
種
の
国
家
的
見
地
合
以
て
修
飾
す

る
一
群
が
あ
る
。
一
九
一
八
年
の
タ
ェ
ッ
プ
怯
が
宛
も
園
家
的
見
地
か
ら
、
輸
出
貿
易
仁
闘
し
て
は
企
業
結
合
を

昼
認
し
た
左
同
じ
く
、
こ
の
一
慌
の
人
々
は
、
天
然
費
源
を
国
家
的
に
保
全
す
る
見
地
よ

h
、
石
油
・
石
長
な
ぎ

再
生
産
の
可
能
な
ら
ゴ
る
特
殊
産
業
に
就
い
て
の
み
、
ア
ン
ア
ィ
・
ト
ラ
ス
ト
法
を
改
訂
せ
ん
と
す
る
。
例
へ
ば
、

合
衆
闘
商
工
曾
議
所
曾
頭
ス
ト
ロ
ー
ン
氏
(
呂
田
口
・
印
5
5
)
は
簡
潔
に
こ
れ
を
要
請
し
た
上
、
『
わ
が
四
十
年
来
の

ア
ン
ア
ィ
・
ト
ラ
λ

ト
法
た
る
シ
ャ

1
7
ン
法
の
た
め
、
石
油
・
石
炭
及
び
伐
採
木
材
の
如
き
重
要
な
る
岡
家
的
資

源
の
所
持
者
は
、
こ
の
資
源
を
ぱ
牌
京
市
の
盈
用
と
し
て
確
保
す
る
に
足
る
契
約
を
一
締
結
す
る
こ
と
を
妨
げ
ら
れ
て

5
9
H
3
1
r
o
H
M
}
民

J
f
h
自
pkh71υ
担
士
、
コ
，

l
〉、

k
E
h
d
t
H
7史
「
日
団
)
?
円
ノ
自
民

μ
3
2
H

F
q
J
c
L

コ
A

〈
U
川
叫

U
-
R
J
脂
問
』
ん
明
，

H
E
F
M
i
I
u
-
-
c
ι
l

ノ
1
4河
内
口

EhJ羽
川

1
〈

一

五

17
〆

e

J，
昨
ト

i
v
u
t同
情
ド

d
，H
E
Y品
川

十
日
る
は
言
ふ
を
侯
た
ぬ
。
蓋
し
企
業
結
合
の
も
た
ら
す
利
益
は
、
先
づ
調
ゆ
る
資
源
産
業
に
於
い
て
最
も
容
易
に

確
保
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
ド
イ
ツ
・
ア
メ
リ
カ
に
於
け
る
企
業
結
合
の
初
期
の
歴
史
は
、
正
し
く
、
こ
れ
佐
賀
謹

す
る
で
あ
ろ
う
。
ま
七
ア
メ

7
カ
鵡
護
士
舎
鰹
梼
部
議
長
バ
ゲ
ト
ラ

l
氏
(EuE
の

-EFE)
の
言
ム
却
ぃ
、
現
在
、

ア
メ

y
カ
で
は
、
天
然
資
源
保
全
の
必
要
か
ら
.
石
油
産
業
は
現
行
法
を
排
除
せ
十
と
も
な
ほ
生
産
制
限
を
貫
施

し
得
る
特
殊
の
地
位
を
、
聯
邦
取
引
調
査
委
員
舎
か
ら
認
め
ら
れ
て
居
る
。
し
か
も
こ
の
特
権
に
就
い
て
は
.
他

の
産
業
部
門
乃
至
各
種
の
工
業
圏
瞳
が
抗
議
を
申
出
て
ゐ
る
程
で
あ
る
に
拘
ら
争
、
岐
に
か
く
特
別
に
庇
護
さ
れ

つ
つ
め
る
費
源
産
業
に
就
い
て
の
要
請
で
あ
る
か
ら
、

ス
ト
ロ
ー
ン
氏
な
ど
の
国
家
的
見
地
は
、
十
分
に
上
遠
の

如
き
も
の
と
、
吾
々
は
解
す
る
の
で
あ
る
。

カ
ル
テ
ル
法
へ
の
要
塞

第
三
十
五
巻

七

第
五
披

一
一
士

Iζart. R'dschau， XXIX白 1:' s. 769・4)及び 5)



カ
ル
テ
ル
法
へ
由
要
事

第
五
貌

一
一
入

第
三
十
五
巻

七
一
回

ア
シ
ア
ィ
・
ト
ラ
ス
ト
法
の
第
一
一
一
期
的
蓮
用
を
是
認
し
、
た
だ
そ
の
下
に
於
け
る
『
理
性
梓
』
の
内
容
を
改
訂
せ

ア
メ
η
ノ
カ
の
賭
護
士
聞
轄
で
あ
る
。
こ
の
園
憶
は
『
後
業
の
自
由
を
制
限
せ
ん
と
す
る
協
定
む
笠
原

ん
と
す
る
は
、

則
と
し
て
許
可
し
、
且
っ
か
か
る
協
定
及
び
決
議
に
は
、
シ
ャ

1
7
ン
法
に
規
定
す
る
瞳
刑
及
び
三
倍
ま
で
の
損

害
賠
償
を
負
は
し
め
ぎ
る
よ
う
強
め
備
へ
る
権
限
を
、
園
曾
が
聯
邦
取
引
調
査
委
員
舎
に
賦
興
す
べ
し
』
と
な
す
。

か
か
る
提
識
の
個
人
的
援
表
を
、
吾
々
は
V

グ
ィ

1
ン
氏

(
K
E
E
Z
Z
2
0
)
と
ド
ノ
グ
ァ

l
y
氏

(
4
5
】目『・

ピ
O
ロ
o'mwロ
)

に
見
出
す
の
で
あ
る
。
前
者
は
-
三

I
・ヨ

1
ク
所
属
の
稗
護
士
で
あ
り
、
後
者
は
禅
き
の
合
衆
圃
の
槍

事
次
長
で
、
目
下
法
律
事
務
所
を
-
二

1
・ヨ

1
ク
に
開
設
し
て
居
石
。
ド
ノ
グ
ァ

1
ン
氏
い
し
掛
れ
ば
市
「
政
府
m
L

監
督
か
ら
獲
ら
れ
る
企
業
の
安
定
な
ら
ば
、
濁
立
と
創
始
性

(
-
p
z
s
r
E
E
E
E
Z
2
)
を
犠
牲
と
し
た
も
の
で
な

く
て
は
な
ら
な
い
。
』
こ
れ
で
は
資
本
主
義
的
精
神
の
破
滅
で
あ
る
か
ら
、
『
企
業
そ
の
も
の
の
協
同
動
作
・
自
制
及

び
自
戒
か
ら
安
定
を
謹
此
』
す
べ
き
で
あ
る
。
こ
の
建
て
前
は
営
然
に
、

V

ゲ
ィ

1
Y
氏
の
主
張
す
る
如
く
、
す

べ
て
の
規
定
を
強
行
せ
し
め
争
、
任
意
的
の
も
の
た
ら
し
め
る
。
す
な
は
ち
現
行
の
ア

y
-
プ
ィ
・
ト
ラ
ス
ト
諸
法

は
鷹
止
せ
争
、
償
措
暴
騰
を
圃
る
行
潟
に
劃
す
る
最
後
の
戚
岡
崎
手
段
と
し
て
存
績
せ
し
め
る
。
他
方
、
従
来
禁
止

せ
し
諸
企
業
結
合
に
関
す
る
許
可
制
度
を
新
に
賞
施
す
る
に
際
し
で
も
、
こ
の
規
定
の
適
用
を
強
制
せ
争
、
許
可

制
度
を
利
用
す
る
や
否
を
金

t
企
業
の
随
意
た
ら
し
め
ん
と
す
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
許
可
制
度
が
ア
ン
ア
ィ
・

ト
ラ
ス
ト
諸
誌
で
の
蕗
罰
並
び
に
禁
止
規
定
の
賞
施
を
中
断
す
る
は
言
ふ
ま
で
も
な
い
が
、
こ
の
中
断
は
も
と
よ

hJ
『
協
同
動
作
へ
の
開
奥
を
桓
h
u

口
買
を
企
業
か
ら
奪
ん
』
に
至
る
。

Kart. R'dscbau， XXIX 17.) 12. S. 768. 
A. 1埠 vene(in collaboratiml with G. J. Fc1d叩 an)，Does trade need anti.trust 
laws?， 1931. 
w. J. Donovan， Shou!d the auti.trusr lm'\I~， be r.aodi五ied? (HaTvaTd 
Business Review， X 白 2，)
Donovan， ibid.， p. 132. 

6) 
7) 

8) 

9) 



企
業
結
合
許
可
事
項
の
虞
理
を
、
何
故
に
聯
邦
取
引
調
査
委
員
舎
に
委
ね
ん
と
す
る
か
。
こ
れ
は
便
宜
だ
か
ら

に
す
ぎ
な
い
。
蓋
し
職
責
上
、
州
際
商
業
調
査
委
員
舎

2
5
5
0
E
2
5
P
B呂
町
盟
主
に
類
似
す
る
新
官
麗
を
設

置
す
る
よ
り
は
、
こ
の
事
務
慮
理
の
た
め
の
増
員
ぞ
聯
邦
取
引
調
査
委
員
曾
に
求
め
る
方
が
、
蓮
か
に
簡
便
で
あ

4
0
0
 な

ほ
、
ア
メ

9
カ
購
護
士
圏
瞳
が
要
望
上
、
ド
イ
ツ
の
法
曹
闇
瞳
と
は
金
〈
封
牒
的
地
位
に
た
て
る
は
、
興
味

深
い
こ
と
で
あ
る
。
か
か
る
ア
メ

y
カ
稗
護
士
闇
韓
の
主
張
の
根
擦
を
、
彼
等
が
そ
の
所
得
源
泉
を
主
と
し
て
『
極

構
上
の
諸
圏
韓
や
口

ν
ヅ
品

y
y
の
顧
問
静
護
士
た
る
地
位
』
に
見
出
す
賠
に
蹄
す
る
論
者
，
か
あ
る
。

第
五

結
論
(
附
)
わ
が
国
の
蹴
勢

吾
々
は
、
企
業
結
合
蓮
動
の
代
表
凶
ド
イ
ツ
と
ア
メ
9
カ
の
二
国
に
就
い
て
、
近
年
頓
に
生
起
し
つ
つ
あ
る
カ

U
F
-
プ
V
F

乃
至
ト
ラ
ス
ト
法
へ
の
要
望
を
一
瞥
し
た
。
之
等
の
要
望
は
、
時
と
し
て
謂
ゆ
る
園
家
的
見
地
よ
り
云
震

さ
れ
る
が
、
こ
の
岡
家
的
見
地
と
て
も
、
根
本
に
於
い
て
、
産
業
資
本
家
的
打
算
よ
り
出
愛
せ
る
も
の
が
多
い
こ
と

は
、
既
越
の
通
り
で
あ
る
。
そ
れ

rけ
に
現
行
の
カ
M
F
4
7
Y
乃
至
ト
ラ
只
ト
法
は
濃
淡
の
差
あ
る
は
見
れ
ぬ
が
、

と
-
色
か
く
枇
曾
立
法
た
る
意
味
を
保
ら
、
産
業
資
本
家
の
借
り
に
恋
意
的
な
企
業
活
動
に
殻
果
的
な
、
少
く
と
も
道

徳
的
な
拘
束
を
加
へ
る
に
劃
し
、
こ
れ
が
緩
和
要
望
な
る
こ
と
は
、
殆
ど
軌
を
一
に
す
る
と
言
っ
て
差
支
へ
な
い
。

そ
し
て
カ

Y
4プ

Y
法
の
下
、
こ
の
法
規
の
精
神
を
無
視
せ
る
企
業
活
動
を
替
む
借
地
の
少

t
な
い
に
拘
ら
守
、
之

b
L
F
テ
ル
法
~
白
要
望

第
三
十
五
巻

第
五
披

七
一
五

九

Levene， ibid.， pp. 134-136. 
DODovan， ibid.， p. 134・
Levene. ibid.， p. 13S・
Kart. R'dsch.u. XXIXの 12，s. 769・



カ
ル
テ
作
法
へ
の
要
望
一

第
三
十
五
巻

七
一
六

第
五
披

一一一
O

等
の
要
望
が
法
規
そ
の
も
の
を
改
慶
す
る
手
段
に
訴
へ
る
と
こ
ろ
に
、
国
民
経
梼
的
孤
立
を
偉
儀
な
く
せ
し
め
七

近
時
の
鰹
掛
不
況
に
重
陸
せ
ら
る
る
産
業
資
本
家
の
憎
み
の
特
異
性
を
、
五
日
々
は
多
分
に
看
取
し
特
る
の
で
あ
る
。

も
と
よ
り
ド
イ
ツ
・
ア
メ
9
カ
産
業
資
本
家
の
要
望
の
現
は
れ
は
、
必
中
し
も
同
じ
で
は
な
い
。
こ
れ
は
一
に
夫

ー
の
固
に
於
げ
る
現
行
ア
ン
ア
ィ
・
カ

Y
ア
Y
乃
至
ト
ラ
ス
ト
法
の
内
容
の
相
異
に
基
〈
の
で
あ
る
が
、
ぞ
れ
に
も

増
し
て
、
夫
1
の
国
民
粧
掛
の
現
航
の
差
異
に
著
し
く
原
閲
さ
れ
て
居
る
こ
E

と
お
官
、
無
視
す
べ
き
で
な
い
。
す
な

は
ち
ド
イ
ツ

T
は
、
敗
戦
の
も
に
ら
し
に
闘
民
粧
梼
の
異
献
を
克
服
す
る
に
め
、
夙
に
詰
産
業
の
統
制
粧
梼
化
を

必
要
と
し
に
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
と
嗣
時
に
、
費
本
主
義
的
統
制
粧
桝
牝
と
一
般
紺
曲
賞
大
衆

ω刑
響
と
の
相
劃

u、

前
者
の
進
行
に
件
ひ
園
内
で
は
加
蓮
度
的
に
尖
鋭
化
し
に
の
で
あ
，
る
。
ア
メ
リ
カ
で
は
勝
戦
、
し
か
も
戦
時
中
戦

時
経
梼
化
の
要
を
見
，
さ
る
幸
運
裡
に
も
た
ら
さ
れ
た
圃
民
解
梼
の
興
隆
は
な
ほ
多
年
存
韻
し
た
が
、
業
後
ヨ

1

官
ッ
バ
諸
凶
民
経
持
の
回
復
難
か
ら
来
る
世
界
経
情
的
悪
影
響
を
徐
々
に
蒙
h
u
る
に
至
つ
七
朕
勢
で
あ
る
。

か
か
る
国
民
経
梼
の
差
異
は
、
ァ
ン
ア
ィ
・
カ
w
y
-
プ

Y
乃
至
ト
ラ
ス
ト
法
へ
の
要
望
に
於
い
て
も
、
一
方
で
は
専

ら
世
界
経
掛
的
悪
影
響
を
除
去
す
べ

t
、
世
曾
立
法
的
色
彩
を
抹
殺
す
る
と
こ
ろ
ま
で
準
ま
し
め
、
乙
の
要
望
の

貫
現
ま
た
必
宇
し
も
不
可
能
で
は
な
い
。
他
方
で
は
枇
曾
立
法
的
色
M
M
の
抹
制
を
要
望
す
る
は
お
ろ
か
、

一
固
に

か
か
る
色
彩
の
濃
化
を
防
H
K
程
度
に
止
ま
ら
ゴ
る
を
得
示
、
し
か
も
こ
れ
が
賓
現
す
ら
色
頗
る
畳
つ
か
な
い
の
で

あ
る
。
現
に
ド
イ
ツ
で
は
、

一
九
二
三
年
法
を
強
化
す
る
一
九
三
O
年
の
第
一
衣
緊
急
命
令
第
五
篇

(
Z
Z
E含
Z

色
白
河
旦

AHFU官
官
己
百
円
O
B
N
C阿
国

ororロロ
R
E
H
E
Z
z
=司・

412mnrp『
【

H
E
F
R
-
zロ
ι
g
N
E
-司
Z

。ZE
E
r
u
，EEuwmψ
』ロ一

-su。.
4
k
p
g
n
r
z
F
4
0
7



r自
Z吉
岡

E
5
Z
一三円
-
5
2
F
E
E
言
明
白
)
は
も
と
よ
り
、
こ
れ
に
引
き
つ
づ
く
定
慣
販
責
商
品
富
山
長
内
-
H
E
R
-
O
の
債
格

取
締
、
精
糖
業
・
馬
鈴
薯
製
品
刷
業
の
企
業
結
合
取
婦
に
閥
す
る
諸
A
T
は
、
産
業
資
本
家
の
刺
盆
を
必
十
し
も
擁
護
す

る
も
の
で
は
な
い
。
更
に
、

一
九
コ
ご
年
末
の
第
四
究
緊
急
命
令
第
一
部
第
一
章
(
Z
E
E
g
z
r
z
u
E
E
E
E
E

羽
目
。

F
2
5四

gロ
巧
笠
宮

r
p
p
z
E
E
Eロ
N
B
E
E
E
E
W
F
Z
Z
ι
2
-
5
2
2
F
一m
P
5
2
E
∞
U
2・
3
2・
3
戸

F
H
P玄
E
F
〉
ロ
司
自

E回
開

問。
r
z
E
2
5
F
5
5
F
5
2
2
0
5ユ
呂
吉
宗
門
普
及
び
同
施
行
令
は
、
慣
格
の
一
割
方
引
下
げ
を
強
制
す
る
の
で
あ

る
か
ら
、
層
一
層
然
る
の
で
あ
る
。
な
ほ
本
年
七
月
一
日
以
降
、
第
四
究
緊
急
命
令
の
解
消
後
は
如
何
。

一
九
三

O
年
以
来
の
カ
Y
H
Y
Y
封
策
上
の
動
向
は
、
取
締
深
化
の
拍
車
が
か
か
る
と
も
.
こ
れ
よ
り
時
換
す
る
こ
と
は
夢

に
も
細
心
像
き
川
な
い
。

ド
イ
ツ
・
ア
メ

9
カ
現
行
の
カ

y
eプ
Y
乃
至
ト
ラ
λ

ト
法
は
枇
曾
立
法
的
の
も
の
で
あ
与
に
け
、
世
界
的
粧
掛

不
況
裡
に
あ
る
産
業
資
本
家
は
、
こ
れ
が
改
正
の
要
望
を
表
示
せ

Y
る
を
得
な
い
の
で
あ
る
が
、
同
じ
く
世
界
的

経
済
不
況
裡
に
沈
衰
せ
る
わ
が
幽
の
産
業
資
本
家
は
如
何
。

わ
が
闘
に
は
従
来
カ
ぞ
プ
戸
法
は
存
在
し
な
か
っ
た
。
明
泊
三
十
年
の
重
要
輸
出
品
同
業
組
合
怯
或
は
業
後
の

三
十
三
年
の
重
要
物
産
同
業
組
合
法
に
よ
る
同
業
組
合
が
大
戦
中
カ

y
aア
Y
化
ぜ
ん
と
し
た
際
、
こ
れ
が
閉
止
を

ば
農
商
務
省
の
内
規
と
し
て
試
み
た
こ
と
が
あ
る
が
、
こ
れ
と
て
も
未
だ
立
法
化
は
し
な
か
っ
た
。
だ
か
ら
、
大

正
十
四
年
の
重
要
轍
出
品
工
業
組
合
法
及
び
轍
出
組
合
法
が
、
わ
が
圃
最
初
の
カ
ぞ
ア
Y
立
法
で
あ
る
。
但
し
こ

れ
は
、
ド
イ
ヅ
・
ア
メ
9
カ
等
の
夫
れ
と
は
趣
き
を
著
し
く
異
に
し
て
居
る
の
で
あ
っ
て
、
カ
U
F

ア
Y
を
し
て
の

カ
ル
テ
ル
法
へ
の
要
望

第
三
十
五
容

七
一
七

第
五
披



カ
ル
テ
ル
法
へ
白
要
望

第
三
十
五
血
管

七
一
八

第
五
貌

一一一
一

工
業
組
令
及
び
轍
出
組
合
の
愛
蓮
を
助
長
す
る
の
目
的
を
有
し
、
金
〈
の
世
曾
立
法
で
な
い
。
し
か
も
こ
の
立
法

精
神
は
昭
和
六
年
に
は
更
に
横
大
せ
ら
れ
、
重
要
轍
出
品
工
業
組
合
法
が
轍
出
工
業
及
び
囲
内
工
業
の
い
づ
れ
に

も
適
用
3
る
る
工
業
組
合
法
と
改
ま
る
反
面
、
新
に
重
要
産
業
の
統
制
に
関
す
る
法
律
の
制
定
を
見
た
の
で
あ

ι。
そ
し
て
後
者
の
通
用
範
園
の
決
定
に
営
り
、
『
慨
に
自
治
的
機
関
に
よ
っ
て
回
滑
に
統
制
が
行
は
れ
て
ゐ
る
産

業
に
、
こ
の
法
律
を
適
用
す
る
は
、
勝
来
の
統
制
準
捗
を
不
回
滑
な
ら
し
か
』
と
の
理
由
か
ら
、
綿
紙
紡
絹
・
人

造
絹
綿
製
造
業
者
ょ
う
の
反
封
が
な
い
で
は
な
か
っ
た
。
し
か
し
こ
の
反
掛
も
要
す
る
に
同
法
第
二
一
俸
の
必
盆
規

定
、
「
主
務
大
臣
第
一
一
慌
/
統
制
規
定
グ
公
盆
-
一
反

ν
又
A

営
該
産
業
者
ハ
之
ト
密
接
ナ
U
F

閥
係
ヲ
有
ス

Y
産
業
ノ

会
正
ナ

Y
利
盆
ヲ
害
ス
ト
認
ム

Y
ト
キ
A

統
制
委
員
舎
ノ
議
ヲ
鰹
ア
業
ノ
鐘
夏
又
A

取
消
ヲ
命
ズ
Y

コ
ト
ヲ
得
』

の
前
向
一
の
適
用
を
恐
れ
る
か
ら
に
す
ぎ
や
、
重
要
産
業
統
制
法
の
カ
Y

7

Y
助
長
の
精
神
に
抗
す
る
も
の
で
な

ぃ
。
現
に
、
右
第
三
慨
は
直
ち
に
適
用
さ
れ
る
も
の
に
非
5
る
意
向
ぞ
、
同
法
セ
趨
用
す
る
業
種
選
定
の
た
め
の

特
別
委
員
曾
が
明
ら
か
に
す
る
や
、
紡
績
業
者
側
の
強
硬
な
る
反
劃
意
見
が
著
し
く
緩
和
さ
れ
た
こ
と
は
、
こ
れ

を
謹
し
て
傍
り
あ
る
で
あ
ろ
う
。

か
く
て
わ
が
国
産
業
界
の
現
賦
は
、
産
業
貧
本
家
に
と
っ
て
は
、
大
戦
以
前
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
航
態
に
匹
敵
す

る
。
否
、
以
上
の
諸
法
規
の
適
用
・
奨
励
補
助
金
の
下
附
・
揖
失
補
償
制
度
な
ど
の
寅
施
(
工
業
組
合
に
封
す
る
)
の
か
た

ち
を
と
れ
る
国
家
樺
力
に
基
〈
拍
車
が
一
段
と
加
へ
ら
れ
て
ゐ
る
か
ら
、
大
前
以
前
の
ド
イ
ツ
の
扶
勢
以
上
と
断

定
す
る
も
、
敢
え
て
過
言
で
は
あ
る
ま
い
。

(
昭
七
・
六
・
一
九
稿
了
)

14) 夫々の内容に就いては、拙稿「企業統制法に就いて J(経笹と経済・ 1IZ> 3・398
頁以下)及び「工業組合の研究JC同上Eの5・640頁以下参照。

15) 大阪朝日新聞・昭和六年九月十七日及び十一月六日続参照。


